
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
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遊技機に並べた状態で島設備に設置され、
　前記島設備上部の球補給樋から分岐した枝樋の球出口と連通する補給球供給路と、
　前記補給球供給路の球出口と連通する球流下路と、該球流下路内に出没可能な球係止部
材と、を備えて着脱可能に取り付けられた球排出装置と、
　前記球流下路の球出口と連通し、前記球排出装置が排出した所要数の遊技球を遊技者側
に払い出すための排出球流下路と、
を筐体に収納し、該筐体を前記島設備に着脱可能に構成した球貸機において、
　前記補給球供給路内の球出口近傍に配置され、補給球供給路内に突出する球係止状態と
補給球供給路から退避する流下許容状態とに状態変換する球止め部材と、該球止め部材を
球係止状態と流下許容状態とに状態変換させるとともに、球止め部材の変換後の状態を電
力を必要とせずに保持可能なラッチング型ソレノイドによって構成される駆動源と、を備
える球止め手段と、
　前記島設備に対する前記筐体の装着状態を検出する装着状態検出手段と、
　前記装着状態検出手段からの検出情報に基づいて、前記筐体が取り外された場合に前記
駆動源を作動させて前記球止め部材を補給球供給路内に突出させ、筐体が島設備に装着さ
れたことを条件に球止め部材を補給球供給路から退避させるように駆動源を作動復帰させ
る球止め制御手段と、
を設けたことを特徴とする球貸機。



【請求項２】
　

【請求項３】
　前記球止め部材を、下向きに屈曲させた補給球供給路の屈曲コーナー部分で出没可能に
配設し、この屈曲コーナー部分の外側から球止め部材を出没させるように構成したことを
特徴とする請求項１又は請求項２に記載の 。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、パチンコ機やアレンジボール遊技機等の遊技機で使用される遊技球を排出す
る遊技球排出機構に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来の遊技球排出機構を、遊技機に並設される球貸機を例に挙げて説明する。
　この種の球貸機は遊技機と並設された状態で島設備に設置されており、例えば、所要数
の遊技球を排出可能な球排出装置、球出口が球排出装置に連通した補給球供給路、球排出
装置が排出した遊技球が流下する排出球流下路、及び、球排出装置の動作を制御する球貸
制御装置等を有する遊技球排出機構を備える。
　そして、上記の球排出装置はユニット化され、故障時やメンテナンス時等において、取
り外したり装着することができる。
　この遊技球排出機構では、島設備側からの遊技球を補給球供給路によって球排出装置へ
供給し、投入された硬貨の検出に伴って球排出装置が排出した遊技球を、排出球流下路及
びこの排出球流下路に連通したノズル部材を通じて遊技者側へ払い出す。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　ところで、上記の遊技球排出機構では、万一、球排出装置に故障が生じ、遊技球が連続
的に排出される状態が形成されると、排出すべき数よりも多量の遊技球が排出されるので
、遊技店に大きな不利益を与えてしまう。同様に、不心得な遊技者による不正行為によっ
て遊技球が多量に排出されてしまった場合にも、遊技店は大きな不利益を被ってしまう。
【０００４】
　また、故障を修理したりメンテナンス作業を行ったりする際には球排出装置を取り外す
が、このとき、補給球供給路内に遊技球が貯留されていると、この遊技球が補給球供給路
の球出口から球排出装置用の取付空部へと流れ出してしまう。
　この場合、球出口を手などで塞ぎ遊技球の流出を止めることが考えられるが、球排出装
置を外しながら取付空部内に手を入れることは、球排出装置が邪魔になるので困難である
。さらに、流出してしまった遊技球の多くは床面に散乱するので、散乱した遊技球を回収
するために余計な手間がかかってしまう。
　仮に、球出口を塞ぐことができたとしても、作業者の片手が塞がってしまうので、結局
は、球出口から流出する遊技球を容器等で受け止めなくてはならず、面倒くさい。
【０００５】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、本来排出されるべき量よりも
多量の遊技球が排出されることに起因する不利益を防止できる遊技球排出機構及び球貸機
を提供することを目的とする。
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前記装着状態検出手段は、
　遮光板を設け、前記筐体を島設備から取り外した状態においては、後方に付勢されて先
端を筐体の後壁部から突出させ、筐体を装着するために筐体を島設備の後方に押し込むと
前記先端が島設備のフレーム部分に当接して筐体に対して相対的に前方に移動する可動ピ
ンと、
　前記筐体の装着状態においては前記遮光板が入り込む一方、筐体を島設備から取り外す
場合には遮光板が後方に外れて、スイッチ信号を変化させる設置状態監視スイッチと、
から構成されることを特徴とする請求項１に記載の球貸機。

球貸機



　また、本発明の他の目的は、メンテナンス作業等に伴う遊技球の流出を防止できる遊技
球排出機構及び球貸機を提供することである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、前記目的を達成するために提案されたものであり、請求項１に記載のものは
、

【０００７】
　請求項２に記載のものは、

【０００８】
　請求項３に記載のものは、前記球止め部材を、下向きに屈曲させた補給球供給路の屈曲
コーナー部分で出没可能に配設し、この屈曲コーナー部分の外側から球止め部材を出没さ
せるように構成したことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の である
【０００９】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
　図１は、代表的な遊技機であるパチンコ機１の隣りに並べられた状態で、島設備２に設
置された球貸機３の正面図である。
【００１０】
　パチンコ機１は、機枠４により囲われており、この機枠４の前面に額縁状の前面枠５を
開閉可能に取り付けてある。この前面枠５の背面には、前面枠５の開口部に後方から臨ま
せて遊技領域６を形成した遊技盤７を取り付けてある。また、前面枠５には、開口部を前
方から塞ぐようにして、前面ガラス８を保持したガラス枠９と、前面に上皿１０を形成し
た開閉パネル１１とを、ともに開閉可能な状態で取り付けてある。さらに、開閉パネル１
１の下方には、灰皿１２、下皿１３及び発射操作ハンドル１４を設けてある。
　開閉パネル１１に設けた上皿１０は、賞球として排出された遊技球を一時的に貯留する
ための部材であり、この上皿１０に貯留された遊技球は、流下案内されて発射位置に順次
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遊技機に並べた状態で島設備に設置され、
　前記島設備上部の球補給樋から分岐した枝樋の球出口と連通する補給球供給路と、
　前記補給球供給路の球出口と連通する球流下路と、該球流下路内に出没可能な球係止部
材と、を備えて着脱可能に取り付けられた球排出装置と、
　前記球流下路の球出口と連通し、前記球排出装置が排出した所要数の遊技球を遊技者側
に払い出すための排出球流下路と、
を筐体に収納し、該筐体を前記島設備に着脱可能に構成した球貸機において、
　前記補給球供給路内の球出口近傍に配置され、補給球供給路内に突出する球係止状態と
補給球供給路から退避する流下許容状態とに状態変換する球止め部材と、該球止め部材を
球係止状態と流下許容状態とに状態変換させるとともに、球止め部材の変換後の状態を電
力を必要とせずに保持可能なラッチング型ソレノイドによって構成される駆動源と、を備
える球止め手段と、
　前記島設備に対する前記筐体の装着状態を検出する装着状態検出手段と、
　前記装着状態検出手段からの検出情報に基づいて、前記筐体が取り外された場合に前記
駆動源を作動させて前記球止め部材を補給球供給路内に突出させ、筐体が島設備に装着さ
れたことを条件に球止め部材を補給球供給路から退避させるように駆動源を作動復帰させ
る球止め制御手段と、
を設けたことを特徴とする球貸機である。

前記装着状態検出手段は、
　遮光板を設け、前記筐体を島設備から取り外した状態においては、後方に付勢されて先
端を筐体の後壁部から突出させ、筐体を装着するために筐体を島設備の後方に押し込むと
前記先端が島設備のフレーム部分に当接して筐体に対して相対的に前方に移動する可動ピ
ンと、
　前記筐体の装着状態においては前記遮光板が入り込む一方、筐体を島設備から取り外す
場合には遮光板が後方に外れて、スイッチ信号を変化させる設置状態監視スイッチと、
から構成されることを特徴とする請求項１に記載の球貸機である。

球貸機 。



供給される。
【００１１】
　次に、球貸機３について、図１及び図２に基づいて説明する。
　球貸機３は、左右幅の狭い筺体２１を有し、この筐体２１の前面部には、ＬＥＤ等の点
灯で使用可能状態などを報知する状態報知部２２と、１００円硬貨などを投入する硬貨投
入口２３と、投入した硬貨を返却させる際に操作する返却ボタン２４と、例えば１００円
当たりの貸球数を表示する球数表示部２５と、水平方向および上下方向に回動可能に取り
付けられて、貸し球をパチンコ機１の上皿１０に案内するノズル部材２６と、返却される
硬貨が排出される返却口２７等を設ける。
【００１２】
　この筐体２１の内部には、所要数の遊技球を排出可能な球排出ユニット３０と、球出口
を球排出ユニット３０に連通させた補給球供給路３１と、この補給球供給路３１に対応し
て配設され、補給球供給路３１内の遊技球の流下を制御可能な球止め機構３２と、球排出
ユニット３０が排出した遊技球をノズル部材２６に案内する排出球流下路３３と、球排出
ユニット３０の動作を制御する球貸制御装置３４と、筐体２１（即ち、球貸機３）の島設
備２に対する装着状態を検出するための設置状態監視ユニット３５と、硬貨投入口２３か
ら投入された硬貨の識別等を行うコイン識別機（検銭機）３６などを設けてある。
【００１３】
　図３（ａ）に示すように、上記した補給球供給路３１は、球入口を筐体２１の上面後部
に開口してあり、この球入口と島設備２の枝樋４０の球出口とを連通させてある。この枝
樋４０は、島長手方向に沿って僅かに下り傾斜した状態で島設備２の上部に取り付けられ
た球補給樋４１（図１参照）の途中から分岐したものであり、遊技球を案内する。
　そして、補給球供給路３１と枝樋４０との接続部分には、可動シャッター４２を設けて
ある。この可動シャッター４２は、球貸機３の島設備２への装着・取り外し動作に伴って
開閉する。即ち、球貸機３が島設備２に押し込まれて所定位置に装着されると補給球供給
路３１の球入口から退避した開放状態になり、球貸機３が島設備２の所定位置から引き出
されて取り外されると補給球供給路３１の球入口を覆う閉鎖状態になる。
【００１４】
　この補給球供給路３１は、前後方向に略コ字状に蛇行している。具体的に説明すると、
上面後部の球入口の直後で前方に屈曲され、この屈曲部分から緩やかに下り傾斜させた状
態で筐体２１の前端側部分まで上段球供給路３１Ａを延設し、この上段球供給路３１Ａの
終端部分を下方に屈曲させ、この終端部分に連続させて前端側球供給路３１Ｂを球２～３
個分の長さに亘って下向きに延設する。そして、前端側球供給路３１Ｂの終端部分を後方
に屈曲し、この終端部分に連続させて下段球供給路３１Ｃを僅かに下り傾斜させた状態で
後方側に延設する。この下段球供給路３１Ｃの途中には一段低い段差部を形成してあり、
また、下段球供給路３１Ｃの終端部分は下方に屈曲させて球排出ユニット３０の球入口に
連通させている。
【００１５】
　従って、上記の球補給樋４１及び枝樋４０を通じて補給球供給路３１の上段球供給路３
１Ａには島設備２からの遊技球が供給され、この供給された遊技球は、上段球供給路３１
Ａ、前端側球供給路３１Ｂ、及び、下段球供給路３１Ｃを流下して球排出ユニット３０に
供給される。
【００１６】
　なお、上段球供給路３１Ａの途中には、補給球検出機構４３を設けてある。この補給球
検出機構４３は、球排出ユニット３０の上流側に所要数（例えば、１００円分に相当する
２５個）の遊技球が貯留されていることを確認するための機構であり、本実施形態では、
補給球検出部材４３ａと補給球検出スイッチ４３ｂとから構成してある。そして、所要数
以上の遊技球が貯留されている場合には、上段球供給路３１Ａの遊技球に上方から当接し
て補給球検出部材４３ａの自由端部は補給球検出スイッチ４３ｂの内側空部に入り込み、
これにより、補給球検出スイッチ４３ｂの検出信号が「Ｈ」レベルとなる。一方、貯留さ
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れている遊技球が所要数未満の場合には、補給球検出部材４３ａの自由端部は、上段球供
給路３１Ａの底面に当接するまで下方向に回動して補給球検出スイッチ４３ｂから外れ、
補給球検出スイッチ４３ｂの検出信号が「Ｌ」レベルとなる。
【００１７】
　次に、球排出ユニット３０について説明する。この球排出ユニット３０は、本発明にお
ける球排出装置の一種であり、球入口が補給球供給路３１（下段球供給路３１Ｃ）の球出
口に連通するとともに、球出口が排出球流下路３３の球入口に連通し、前後方向に略Ｓ字
状に屈曲した球流下路４６と、この球流下路４６内の遊技球を検出可能な排出センサ４７
と、先端部分が球流下路４６内における排出センサ４７の下流側で出没可能に取り付けら
れ、この先端部分により遊技球を停止させたり、遊技球の流下を許容させたりする球係止
部材４８と、球係止部材４８に接続したプランジャー部を往復移動させて、球係止部材４
８の先端部分を球流下路４６内に出没させる排出ソレノイド４９とを備えている。
　そして、この球排出ユニット３０は、装着空部５０に対して着脱可能に取り付けられて
いる。
【００１８】
　上記した排出センサ４７は、例えば、遊技球の通過により検出コイルのインピーダンス
が変化したり、誘導起電力が生じる近接センサや、遊技球の通過により出力が変化する光
センサによって構成することができる。そして、この排出センサ４７は、球係止部材４８
に当接して停止している流下下端の遊技球よりも１つ上流側の遊技球を検出可能な位置に
配設してある。
【００１９】
　なお、図６に示すように、これらの排出センサ４７及び排出ソレノイド４９は、球貸制
御装置３４に電気的に接続してあり、排出ソレノイド４９は、球貸制御装置３４からの駆
動信号により励磁あるいは消磁が制御される。
　そして、排出ソレノイド４９の消磁状態では、プランジャー部は、スプリングによって
下方に移動して球係止部材４８の先端部分が球流下路４６内に突出する。このため、球流
下路４６内の遊技球は、この先端部分に当接して停止する。一方、排出ソレノイド４９の
励磁状態では、プランジャー部が上方に移動し、この移動に伴って球係止部材４８の先端
部分が球流下路４６内から退避する。このため、球流下路４６内の遊技球の流下が許容さ
れて、この遊技球が球排出ユニット３０から排出される。
【００２０】
　この球排出ユニット３０から所要数の遊技球を排出させる場合には、球貸制御装置３４
は、次のような制御を行う。
　まず、駆動信号を印加して排出ソレノイド４９を励磁し、遊技球を流下させる。同時に
、この遊技球の流下によって変化する排出センサ４７からの検出信号に基づいて、例えば
、この検出信号の立ち上がりエッジを検出して、排出センサ４７を通過した遊技球の数を
計数する。そして、所要数の遊技球が排出されるタイミングと判断したら、駆動信号の印
加を止めて排出ソレノイド４９を消磁し、球係止部材４８の先端部分を球流下路４６内に
突出させ、遊技球の流下を停止させる。
【００２１】
　次に、球止め機構３２について説明する。この球止め機構３２は、本発明の球止め手段
の一種であり、後述するように、球排出ユニット３０からの貸し球の異常排出が認められ
た場合や筐体２１が島設備２から取り外された場合などの球排出規制時において、補給球
供給路３１内の遊技球の流下を停止させる。
【００２２】
　例示した球止め機構３２は、先端部分が補給球供給路３１内に出没可能な状態で取り付
けられ、この先端部分により、遊技球を停止させたり或いは遊技球の流下を許容させたり
する球止め部材５２と、球止め部材５２に接続したプランジャー部を往復移動させて、球
止め部材５２の先端部分を球流下路４６内に出没させる球止めソレノイド５３とを備える
。
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【００２３】
　この球止めソレノイド５３は本発明の駆動源の一種であり、本実施形態ではラッチング
型のソレノイド、即ち、パルス電圧を印加するだけでプランジャー部をソレノイドのケー
シング内に引き込んだり、ケーシングから突出させたりすることができ、尚且つ、非通電
時に直前通電時の電力を必要とせずに引き込み状態又は突出状態を保持できるタイプのソ
レノイドである。
【００２４】
　ラッチング型のソレノイド５３は、２つのコイルを有する双安定型でもよいが、図４（
ａ）に示すものは、いわゆる単安定型と呼ばれるものであり、図示しない復帰バネの弾性
力もプランジャー部５３ａを移動させるための動力として利用する。
　このソレノイドは、ケーシング５３ｂの開口側に中空の永久磁石５３ｃを配設し、この
永久磁石５３ｃに並べた状態でケーシング５３ｂの底部側には同じく中空の励磁コイル５
３ｄを配設してある。そして、励磁コイル５３ｄの空部内であって底部側の端部にはスト
ッパー（固定鉄芯）５３ｅを取り付けてある。また、永久磁石５３ｃの空部と励磁コイル
５３ｄの空部とは互いに連通しており、この空部内にはプランジャー部（可動鉄芯）５３
ａを挿入する。
【００２５】
　このラッチング型のソレノイドの動作について、図４（ｂ）の駆動回路を用いて説明す
る。
　例示した駆動回路で、突出状態のプランジャー部５３ａを引込状態に切り換えるには、
切換スイッチ５４を所定の短時間に亘って動作側に接続する。これにより、励磁コイル５
３ｄには作動方向の電流が流れ、この励磁コイル５３ｄからは吸引方向の磁界がスイッチ
の接続期間に亘って発生する。この吸引方向の磁界により、復帰バネの弾性力に抗してプ
ランジャー部５３ａは励磁コイル５３ｄ側に引き寄せられ、プランジャー部５３ａの基端
がストッパー５３ｅに当接した引込状態になる。そして、この引込状態は、永久磁石５３
ｃからの磁界がプランジャー部５３ａに作用することにより、電流の印加終了後も電力を
必要とせずに保持される。
【００２６】
　また、引込状態のプランジャー部５３ａを突出状態に復帰させる場合には、切換スイッ
チ５４を所定の短時間に亘って復帰側に接続する。これにより、励磁コイル５３ｄには作
動方向とは反対向きの復帰方向の電流が流れ、この励磁コイル５３ｄからは吸引方向とは
反対の反発方向の磁界がスイッチの接続期間に亘って発生する。この反発方向の磁界、及
び、復帰バネの弾性力によってプランジャー部５３ａは励磁コイル５３ｄから離隔する方
向に移動して突出状態になる。そして、この突出状態は、復帰バネの弾性力によって電流
の印加終了後も電力を必要とせずに保持される。
【００２７】
　このようなラッチング型のソレノイドを用いると、変換後の状態を保持するための電力
を必要としないので、長時間通電に伴うソレノイドの異常加熱や故障を防止することがで
きる。これにより、ソレノイド周辺に配設された樹脂部材を破損してしまったり、ソレノ
イド自体を壊してしまう不具合を防止することができる。
　また、球貸機３の電源を切断してもソレノイドの状態は変化しない。このため、メンテ
ナンス作業時等で電源を切断した場合において、ソレノイドの状態が変化することに起因
して、それまで係止されていた遊技球がいきなり流れ出してしまうという不具合を防止す
ることができる。
【００２８】
　そして、プランジャー部５３ａの突出状態では、図３（ａ）に実線で示すように、球止
め部材５２の先端部分が補給球供給路３１から退避し、遊技球の流下が許容された流下許
容状態が形成される。一方、プランジャー部５３ａの引込状態では、図３（ａ）に点線で
示すように、球止め部材５２の先端部分が補給球供給路３１内に突出し、補給球供給路３
１内の遊技球がこの先端部分に当接して停止する。従って、遊技球の流下が禁止された球
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係止状態が形成される。
【００２９】
　上記した球止め部材５２は、先端部分が補給球供給路３１における球出口近傍で出没可
能に配設されており、当該位置で遊技球を係止する。具体的には、図３（ｂ）に示すよう
に、球排出ユニット３０の球入口に連通させるために下向きに屈曲させた下段球供給路３
１Ｃの終端部分に対し、この屈曲コーナー部分の外側から球止め部材５２の先端部分を出
没させるように構成している。
　即ち、下方に向けて円弧状に彎曲させた下段球供給路３１Ｃの屈曲コーナー部分に開口
３１Ｃ´を形成し、この開口３１Ｃ´を通じて球止め部材５２の先端部分を下段球供給路
３１Ｃ内の後方側（下流側）から出没させている。
【００３０】
　この構成では、遊技球は屈曲コーナー部分で下向きに移動方向を変えて流下する。そし
て、屈曲コーナー部分の遊技球に関し、上流側の遊技球Ｂ１と下流側にの遊技球Ｂ２との
間の空間は、屈曲コーナー部分の内側では流路区画壁が深くまで入り込んで屈曲コーナ部
分の外側では流路区画壁が殆ど入り込まないので、コーナー部分の外側のＶ字状空部Ｖの
方が実質的に広くなる。従って、この空部Ｖに配置すると、球止め部材５２の先端部分を
空部Ｖ内に確実に挿入させることができる。
【００３１】
　また、球止め部材５２には、球止めソレノイド５３を球係止状態と流下許容状態とに手
動で状態変更させるための手動操作部５５を設ける。本実施形態の手動操作部５５は、プ
ランジャー部５３ａに接続された球止め部材５２の基端部に、球止め部材５２の先端とは
反対向きに延出した突片によって構成してある。そして、この手動操作部５５を下方に押
し下げると、プランジャー部５３ａが突出状態で保持され、球止め部材５２の先端部分が
補給球供給路３１から退避した流下許容状態が形成される。一方、手動操作部５５を上方
に持ち上げると、プランジャー部５３ａが引込状態で保持され、球止め部材５２の先端部
分が補給球供給路３１内に突出した球係止状態が形成される。
【００３２】
　なお、この手動操作部５５は、球止めソレノイド５３を球係止状態と流下許容状態とに
手動で状態変更させるものであればよく、例えば、プランジャー部５３ａに手動操作部５
５を設けても良い。
【００３３】
　また、この球止め部材５２に関し、図５に示すように、補給球供給路３１の下流端の遊
技球Ｂ２と球排出ユニット３０の球流下路４６における上流端の遊技球Ｂ３との間で先端
部分が出没するように球止め部材５２を配設し、球係止状態において、補給球供給路３１
における下流端の遊技球を球止め部材５２の先端部分で係止させるように構成してもよい
。
【００３４】
　次に、設置状態監視ユニット３５について説明する。
　この設置状態監視ユニット３５は、本発明の装着状態検出手段の一種であり、先端部分
を筐体２１の後壁部から後方に突出可能な状態で、軸受け５９によって前後方向に移動で
きるように支持された可動ピン６０と、この可動ピン６０を後方に向けて付勢する付勢手
段として機能するスプリング６１と、可動ピン６０の基端部分に起立状態で設けた遮光板
６２と、フォトインタラプタによって構成した設置状態監視スイッチ６３などから構成さ
れる。
【００３５】
　筐体２１が島設備２から取り外された取外し状態では、可動ピン６０は、スプリング６
１によって後方に付勢され、先端側から半分程度の部分が筐体２１の後壁部から後方に突
出した状態になる。この突出状態では、可動ピン６０の基端部分に設けた遮光板６２は、
設置状態監視スイッチ６３よりも後方に位置し、設置状態監視スイッチ６３のスイッチ信
号は、例えば、オフ状態（「Ｌ」レベル）となる。
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　そして、島設備２に装着するため筐体２１を島設備２の前方から後方へ押し込むと、可
動ピン６０の突出側先端が島設備２のフレーム部分等に当接する。この状態から筐体２１
を後方に押し込むと、筐体２１の後方への移動に伴って可動ピン６０が筐体２１に対して
相対的に前方に移動する。
　さらに筐体２１を後方に押し込んで取付空部に装着すると、筐体２１の背面に取り付け
たロック機構６４（図 参照）が島設備２側のロック受部（図示せず）と噛み合い、筐体
２１がロックされる。この装着状態では、遮光板６２が設置状態監視スイッチ６３内の溝
部に入り込み、設置状態監視スイッチ６３のスイッチ信号を変化させる。例えば、スイッ
チ信号をオン状態（「Ｈ」レベル）に変化させる。
【００３６】
　一方、装着状態の筐体２１を取り外す場合には、上記のロック機構６４を解除した状態
で筐体２１を島前方に向けて引く。この筐体２１の移動に伴って可動ピン６０は、スプリ
ング６１からの付勢力により筐体２１に対して相対的に後方に移動する。そして、筐体２
１が或る程度前方に移動すると、遮光板６２が設置状態監視スイッチ６３の検出位置より
も後方に外れてスイッチ信号を変化させる。例えば、オン状態（「Ｈ」レベル）のスイッ
チ信号がオフ状態（「Ｌ」レベル）に変化する。
【００３７】
　なお、図６に示すように、この設置状態監視スイッチ６３からのスイッチ信号は球貸制
御装置３４に入力してある。従って、球貸制御装置３４は、設置状態監視スイッチ６３か
らのスイッチ信号に基づいて筐体２１（即ち、球貸機３）の島設備２への装着状態を知る
ことができる。
【００３８】
　次に、上記した球貸機３の電気的構成について説明する。
　図６に示すように、球貸制御装置３４は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭを一体に構成した制
御部６７と、データのバックアップを行うＥＥＰＲＯＭ（データバックアップ部）６８と
、リセットスイッチ６９と、第１設定スイッチ７０及び第２設定スイッチ７１と、売上出
力端子７２とを備えている。
　ここで、第１設定スイッチ７０及び第２設定スイッチ７１は、単位金額（例えば１００
円）あたりの貸し球数を設定するためのスイッチであり、これらのスイッチの設定を変え
ることにより、例えば、１００円当たりの貸し球数を２４個～２６個の範囲で設定するこ
とができる。
　また、売上出力端子７２は、売り上げ情報を外部に出力するための端子であり、この売
上出力端子７２からは、例えば、１００円分の貸し球が排出される毎にパルス信号が売り
上げ情報として出力される。そして、この売り上げ情報は遊技店の管理装置に受信され、
売り上げデータとして使用される。
【００３９】
　制御部６７は、上記したコイン識別機３６と電気的に接続してあり、コイン識別機３６
から送信される１００円コイン信号、５００円コイン信号、及び、アクセプタートラブル
信号を受信する。また、コイン識別機３６に対して１００円受入阻止信号、及び、５００
円受入阻止信号を送信する。
【００４０】
　ここで、１００円コイン信号は硬貨投入口２３に投入された１００円硬貨がコイン識別
機３６で検出される毎に送信される信号であり、同様に、５００円コイン信号は５００円
硬貨がコイン識別機３６で検出される毎に送信される信号である。また、アクセプタート
ラブル信号は、投入された硬貨に関する何らかのトラブルが生じた際に送信される信号で
ある。
　一方、制御部６７から送信される１００円受入阻止信号はコイン識別機３６での１００
円硬貨の受付を阻止させる指令信号であり、同様に、５００円受入阻止信号は５００円硬
貨の受付を阻止させる指令信号である。これらの阻止信号は、次の硬貨を受け付けると受
付上限値（即ち、最大クレジット値）を超えてしまう場合に送信される。例えば、受付上
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限値が１０００円に設定されていた場合において、５００円受入阻止信号は未排出の貸し
球が６００円分以上残っていた場合に送信され、１００円受入阻止信号は未排出の貸し球
が１０００円分残っていた場合に送信される。
【００４１】
　また、制御部６７には、オーバーフロースイッチ７３からのオーバーフロー信号や上記
した設置状態監視スイッチ６３からの検出信号が入力されており、制御部６７からは、７
セグ基板（７セグメントＬＥＤ用基板）７４に設けた球数表示部（７セグメントＬＥＤ）
２５に対する駆動信号を出力する。
　ここで、オーバーフロースイッチ７３は、排出球流下路３３（図２参照）の途中に設け
られたスイッチであり、貸し球のオーバーフローを検出する。即ち、このオーバーフロー
スイッチ７３は、上皿１０の満杯状態において、球排出ユニット３０から排出された貸し
球がノズル部材２６内を満たし、さらに、ノズル部材２６の上流側に配設したオーバーフ
ロースイッチ７３の位置まで貯まってしまった場合にオーバーフロー信号を出力する。
【００４２】
　さらに、中継基板７５を介して制御部６７には、排出センサ４７からの検出信号や補給
球検出スイッチ４３ｂからの検出信号が入力され、中継基板７５を介して制御部６７から
は、排出ソレノイド４９への駆動信号や球止めソレノイド５３への駆動信号が出力される
。また、制御部６７からは、中継基板７５に実装された状態報知部２２（モニタＬＥＤ）
への駆動信号も出力される。
【００４３】
　次に、上記の構成を有する球貸機３の動作について説明する。
　この球貸機３では、１００円硬貨や５００円硬貨を硬貨投入口２３に投入することによ
り、投入された硬貨の金額に応じた量の遊技球が貸し球として排出される。即ち、硬貨投
入口２３に投入された硬貨は、コイン識別機３６に案内されてここで種別が判断される。
コイン識別機３６は、硬貨の識別結果に応じて１００円コイン信号、或いは、５００円コ
イン信号を球貸制御装置３４に対して送信する。そして、球貸制御装置３４は、コイン信
号を受信することにより球貸し処理を実行し、コイン信号に応じた数の遊技球を貸し球と
して排出させる。
【００４４】
　例えば、球貸制御装置３４は、排出ソレノイド４９を励磁して遊技球を流下させるとと
もに、排出センサ４７からの検出信号に基づいて排出センサ４７を通過した遊技球の数を
計数する。そして、所要数の遊技球が排出されるタイミングと判断したら、駆動信号の印
加を止めて排出ソレノイド４９を消磁し、球係止部材４８の先端部分を球流下路４６内に
突出させて遊技球の流下を停止させる。これにより、所要数の貸し球が球排出ユニット３
０から排出される。この貸し球は、排出球流下路３３及びノズル部材２６内を流下して上
皿１０に排出される。
【００４５】
　受信したコイン信号に基づく球貸し処理が終了したならば、球貸制御装置３４はコイン
識別機３６から送信される次のコイン信号を監視する。そして、コイン信号を受信したな
らば、この受信したコイン信号に基づく球貸し処理を実行する。また、コイン識別機３６
からコイン信号が送信されていなかった場合には、コイン信号が送信されるまで待機する
。
【００４６】
　この待機状態において、球貸制御装置３４（球排出規制状態設定手段）は、球排出ユニ
ット３０からの貸し球の異常排出、例えば、排出ソレノイド４９の故障に起因する貸し球
の排出や不正行為に起因する貸し球の排出を監視する。換言すれば、コイン信号に起因し
ない貸し球の排出を監視する。
　この監視は、例えば、排出センサ４７からの検出信号を監視することによってなされる
。具体的には、球貸制御装置３４は、排出センサ４７からの検出信号の立上りエッジ或い
は立下りエッジを計数することで排出センサ４７を通過した遊技球の個数を認識し、連続
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して通過した遊技球が所定数（例えば、６個）に達した場合に、異常排出が生じたと判断
する。
【００４７】
　異常排出が生じたと判断したならば、球貸制御装置３４は、球排出規制状態を設定する
。この球排出規制状態では、球貸制御装置３４（球止め制御手段）は、貸し球の排出を規
制する。即ち、球貸制御装置３４は、球止めソレノイド５３（励磁コイル５３ｄ）に作動
方向の電流を所定の短時間印加し、プランジャー部５３ａを引込状態に切り換える。そし
て、プランジャー部５３ａを引込状態にして、球止め部材５２の先端部分を補給球供給路
３１内に突出させる。即ち、隣接する遊技球同士によって形成されるＶ字状の空部Ｖ（図
３（ｂ）参照）に球止め部材５２の先端部分を挿入する。これにより、球止め部材５２の
先端部分には上流側から遊技球が当接し、この当接した遊技球の上流側で遊技球の流下が
停止して貸し球の排出が規制される。
　このため、万一、球排出ユニット３０で貸し球の異常排出が生じてしまったとしても、
この異常排出に起因して排出される遊技球の量を最小限に抑えることができる。従って、
遊技店が被る不利益を防止することができる。
【００４８】
　なお、本実施形態では、作動方向の電流を複数回（例えば２回）繰り返して印加してお
り、球止め部材５２の先端部分を確実に補給球供給路３１内に突出させるようにしている
。即ち、作動方向の電流を複数回印加することで、万一、先の電流印加で球止め部材５２
の先端部分がＶ字状の空部Ｖに入らなくても、次の電流の印加により球止め部材５２の先
端部分を空部Ｖに入れることができる。
【００４９】
　この球排出規制状態は、遊技店の店員によってリセットスイッチ６９が操作されるまで
の期間に亘って設定される。そして、リセットスイッチ６９が操作されると、球排出規制
状態は解除されて、球貸制御装置３４（球止め制御手段）は、球止めソレノイド５３の励
磁コイル５３ｄに復帰方向の電流を所定の短時間印加する。これにより、プランジャー部
５３ａは突出状態に復帰し、球止め部材５２は補給球供給路３１から退避する。その結果
、補給球供給路３１内における遊技球の流下が許容される。
【００５０】
　ところで、この種の球貸機３では、球詰まりや硬貨詰まり等のトラブルが発生した場合
等において、球貸機３が島設備２から取り外されることがある。そして、球詰まりが生じ
ている場合には、店員は、筐体２１を島設備２から引き出した後、必要に応じて球排出ユ
ニット３０を取り外して球詰まり部分の遊技球を棒で突っついたり、また、ユニットの外
側から振動を与える等して球詰まりを解消する。
【００５１】
　そして、球貸制御装置３４（球排出規制状態設定手段、球止め制御手段）は、電源の投
入期間中に亘って島設備２からの筐体２１（球貸機３）の取り外しを監視しており、筐体
２１が取り外されたと判断した場合に、球排出規制状態を設定して球止め機構３２を作動
させ、補給球供給路３１内の遊技球の流下を停止させる。
　即ち、球貸制御装置３４は、設置状態監視スイッチ６３からのスイッチ信号を監視して
おり、このスイッチ信号がオン状態からオフ状態に切り替わった場合に筐体２１が取り外
されたと判断し、球排出規制状態を設定する。そして、筐体２１が取り外されたと判断し
たならば、球貸制御装置３４は、球止めソレノイド５３に作動方向の電流を所定の短時間
印加し、プランジャー部５３ａを引込状態に切り換え、球止め部材５２の先端部分を補給
球供給路３１内に突出させる。これにより、球止め部材５２に当接して遊技球が停止し、
この遊技球の上流側で遊技球が停止する。
【００５２】
　このように、本実施形態では、球詰まりを解消する等のために島設備２から筐体２１（
球貸機３）を取り外すと、この取り外しに連動して自動的に球止め部材５２が補給球供給
路３１内に突出し、この球止め部材５２が、突出位置よりも上流側に位置する遊技球の流
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下を止める。
　従って、球詰まりを解消する等のために装着空部５０から球排出ユニット３０が取り外
されても、球止め部材５２よりも上流側に位置する遊技球は、球止め部材５２に係止され
て補給球供給路３１から装着空部５０にこぼれ落ちない。
　なお、図３の実施形態では、球止め部材５２を補給球供給路３１における球出口近傍で
出没可能に配設してあるため、補給球供給路３１からこぼれ落ちる遊技球を、作業に支障
を来さない程度、例えば、１～２個程度に抑えることができる。さらに、図５に示したよ
うに、球係止状態において、補給球供給路３１における下流端の遊技球を係止させるよう
に球止め部材５２を配設することにより、補給球供給路３１からの遊技球のこぼれ落ちを
確実に防止することができる。
【００５３】
　そして、球詰まり等のトラブルが解消されたならば、店員は、筐体２１を島設備２側に
押し込んで筐体２１を島設備２の取付空部に再度装着するが、ここで、球貸制御装置３４
（球排出規制状態設定手段，球止め制御手段）は、筐体２１が島設備２に再度装着された
かどうかを監視しており、筐体２１が再度島設備２に装着されたことを条件に球排出規制
状態を解除して、球止め部材５２を補給球供給路３１から退避させる。
【００５４】
　即ち、球貸制御装置３４は、設置状態監視スイッチ６３からのスイッチ信号を監視して
おり、このスイッチ信号がオフ状態からオン状態に切り替わった場合に筐体２１が島設備
２に装着されたと判断する。筐体２１が装着されたと判断したならば、球貸制御装置３４
は、球止めソレノイド５３に復帰方向の電流を所定の短時間印加し、プランジャー部５３
ａを突出状態に作動復帰させ、球止め部材５２の先端部分を補給球供給路３１内から退避
させる。これにより、球止め部材５２と遊技球との当接状態が解除されて、補給球供給路
３１における遊技球の流下が許容される。
【００５５】
　このように、本実施形態では、球詰まりを解除する等のために島設備２から一旦取り外
された筐体２１（球貸機３）を、再度島設備２に装着するだけで自動的に球止め部材５２
が補給球供給路３１内から退避し、球貸し処理が行える通常状態に復帰する。
　従って、球係止状態にある球止めソレノイド５３を流下許容状態に復帰させる復帰作業
を行わなくて済み、作業者の負担が軽減される。また、作業者が球止めソレノイド５３を
戻し忘れることに起因するトラブルも確実に防止できる。
【００５６】
　なお、以上は、一旦取り外された筐体２１を再度島設備２に装着する場合の説明である
が、トラブルが生じた球貸機３を遊技店が保有している予備の球貸機３に交換した場合も
同様である。即ち、トラブルが生じた球貸機３では島設備からの取り外しに連動して自動
的に球止め部材５２が補給球供給路３１内に突出する。また、新たに装着される予備の球
貸機３では島設備への装着に連動して自動的に球止め部材５２が補給球供給路３１から退
避する。
【００５７】
　また、球止め部材５２には、上記したように手動操作部５５を設けてあり、球止めソレ
ノイド５３を球係止状態と流下許容状態とに手動で切り換えることができる。この手動操
作部５５により、作業者は任意にソレノイドの状態を切り換えることができ、例えば、球
詰まりに対する作業中において、球詰まりが解消したかどうかを確認することができる。
　即ち、球詰まりに対する作業を行ったならば、作業者は、手動操作部５５を下方に押し
下げて球止めソレノイド５３を流下許容状態に切り換え、補給球供給路３１内の遊技球を
流下させる。そして、この遊技球の流下の様子を目視する等により、球詰まりが解消した
かどうかを確認する。
　そして、球詰まりが解消していれば、筐体２１を島設備２に装着して作業を終了し、一
方、球詰まりが解消していなければ、手動操作部５５を上方に持ち上げて球止めソレノイ
ド５３を球係止状態に切り換えた後に、球詰まりに対する作業を再度行う。
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【００５８】
　なお、上記の実施形態では、設置状態監視スイッチ６３からのスイッチ信号に基づく制
御を行っているが、この他に、球排出ユニット３０の装着空部５０への着脱状態を検出可
能なユニット着脱検出センサ（ユニット着脱検出手段）を設け、球貸制御装置３４（球排
出規制状態設定手段，球止め制御手段）には、このユニット着脱検出センサからの検出信
号に基づき、球排出ユニット３０が装着空部５０から取り外されたことを条件に、球止め
機構３２を作動させて球止め状態を形成させるようにしてもよい。
【００５９】
　次に、上記の動作を行わせるための球貸制御装置３４の制御について、フローチャート
に基づいて説明する。ここで、図７は球貸制御装置３４のメイン処理を説明するフローチ
ャートであり、図８はこのメイン処理に並行して行われるタイマ割込処理を説明するフロ
ーチャートである。
【００６０】
　まず、メイン処理について説明する。球貸機３に電源が投入されると初期化処理（Ｓ１
）を行う。この初期化処理では、ＲＡＭの記憶領域をクリアしたり、球止めソレノイド５
３を球係止状態に設定したりする等、球貸機３を初期状態にする。初期化処理を行ったな
らば、設定処理（Ｓ２）を行う。この設定処理では、単位金額あたりの貸し球数等、各種
の設定値を設定する。
【００６１】
　設定処理に続いて、トラブル監視処理（Ｓ３）を行う。このトラブル監視処理では、球
貸機３の異常（エラー）の判断や発生した異常に対する処理等、球貸機３に関する異常に
ついての処理を行う。そして、貸し球の異常排出に関する処理や、筐体２１の取り外しに
関する処理も、このトラブル監視処理で行う。なお、このトラブル監視処理については、
後で詳しく説明する。
【００６２】
　トラブル監視処理を行ったならば、球貸し処理（Ｓ４）を行う。この球貸し処理では、
１００円硬貨や５００円硬貨がコイン識別機３６で受け付けられたかをコイン信号に基づ
いて判断し、受け付けられた場合に、金額に応じた個数の貸し球を球排出ユニット３０か
ら排出させる。
【００６３】
　球貸し処理に続いて出力編集処理（Ｓ５）を行う。この出力編集処理では、入力編集処
理（Ｓ６）で編集した各種のスイッチ情報やトラブル監視処理（Ｓ３）での判断結果等に
基づき、排出ソレノイド４９や球止めソレノイド５３に供給する信号、球数表示部２５に
よる表示情報や状態報知部２２の報知情報、或いは、管理装置に送信する送信情報等を編
集する。
出力編集処理を行ったならば、入力編集処理（Ｓ６）を行う。この入力編集処理では、入
力処理（Ｓ１２）で取得したスイッチ信号から各スイッチの状態を表すスイッチ情報を編
集する。
　そして、出力編集処理を行ったならば、上記した設定処理（Ｓ２）に移行して、この設
定処理以降の処理を再度実行する。
【００６４】
　次に、タイマ割込処理について説明する。このタイマ割込処理は、所定間隔（例えば、
１ｍｓ）毎に、上記のメイン処理に割り込んで実行される。このタイマ割込処理では、ま
ず、タイマ関連処理（Ｓ１１）を行う。このタイマ関連処理では、予め定められた実行時
間を監視するウオッチドッグタイマに関する処理や、制御上の時間を生成するフリーラン
ニングタイマに関する処理を行う。
【００６５】
　タイマ関連処理を行ったならば、入力処理（Ｓ１２）を行う。この入力処理では、排出
センサ４７、第１及び第２設定スイッチ７０，７１、設置状態監視スイッチ６３、オーバ
ーフロースイッチ７３等からの出力信号、及び、コイン識別機３６からのコイン信号やア
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クセプタートラブル信号等を取得する。この取得した信号は、入力編集処理（Ｓ６）で所
定の形式に編集される。
【００６６】
　この入力処理に続いて出力処理（Ｓ１３）を行う。この出力処理は、出力編集処理（Ｓ
５）の編集結果に基づいて行われ、排出ソレノイド４９や球止めソレノイド５３、状態報
知部２２や球数表示部２５、コイン識別機３６、及び、管理装置に対し、必要な信号を出
力する。そして、出力処理を行ったならば、タイマ割込処理を終了する。
【００６７】
　次に、上記のトラブル監視処理（Ｓ３）について詳細に説明する。ここで、図９はトラ
ブル監視処理を説明するフローチャート、図１０はトラブル監視処理における排出不正監
視処理を説明するフローチャート、図１１はトラブル監視処理における設置状態監視処理
を説明するフローチャート、図１２はトラブル監視処理におけるトラブル制御処理を説明
するフローチャートである。
【００６８】
　このトラブル監視処理では、まず、補給球検出スイッチ出力監視処理（Ｓ２１）を行う
。この補給球検出スイッチ出力監視処理では、補給球検出スイッチ４３ｂからのスイッチ
信号を参照し、このスイッチ信号が球無しを示す場合に、補給球不足エラーフラグをセッ
トして補給球不足エラー（球関連エラーの一種）を設定する。そして、エラーを設定した
ならば、オーバーフロースイッチ出力監視処理（Ｓ２２）に移行する。また、スイッチ信
号が球有りを示す場合には、エラーフラグをセットせずにオーバーフロースイッチ出力監
視処理に移行する。
【００６９】
　オーバーフロースイッチ出力監視処理（Ｓ２２）では、オーバーフロースイッチ７３か
らのスイッチ信号を参照し、このスイッチ信号が球有りを示す場合に、オーバーフローエ
ラーフラグをセットしてオーバーフローエラー（球関連エラーの一種）を設定する。そし
て、エラーを設定したならば、排出センサ出力監視処理（Ｓ２３）に移行する。また、ス
イッチ信号が球無しを示す場合には、エラーフラグをセットせずに排出センサ出力監視処
理に移行する。
【００７０】
　排出センサ出力監視処理（Ｓ２３）では、排出センサ４７からの信号を参照し、この信
号が球無しを示す場合に排出ユニット球無しエラーフラグをセットして排出ユニット球無
しエラー（球関連エラーの一種）を設定する。そして、エラーを設定したならば、排出エ
ラー監視処理（Ｓ２４）に移行する。また、信号が球有りを示す場合には、エラーフラグ
をセットせずに排出エラー監視処理に移行する。
【００７１】
　排出エラー監視処理（Ｓ２４）では、貸し球の排出処理が行われた場合において、所要
数の貸し球が所定時間内に排出されたか否かを監視しており、所定時間を経過しても所要
数の貸し球が排出されなかった場合に、排出エラーフラグをセットして排出エラーを設定
する。そして、エラーを設定したならば、排出不正監視処理（Ｓ２５）に移行する。また
、所定時間内に貸し球の排出処理が終了した場合や、貸し球の排出期間中であって未だ所
定時間が経過していない場合、及び、貸し球の排出が行われていない場合には、エラーフ
ラグをセットせずに排出不正監視処理に移行する。
【００７２】
　排出不正監視処理（Ｓ２５）では、貸し球の非排出期間中における異常排出、例えば、
排出ソレノイド４９の故障に起因する貸し球の排出や、不心得な遊技者による不正行為に
起因する貸し球の排出の有無を判断し、異常排出が認められた場合に排出不正エラーフラ
グをセットして排出不正エラーを設定する。そして、エラーを設定したならば、アクセプ
タートラブル監視処理（Ｓ２６）に移行する。また、異常排出が認められなかった場合に
は、エラーフラグをセットせずにアクセプタートラブル監視処理に移行する。なお、この
排出不正監視処理については、後で詳しく説明する。
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【００７３】
　アクセプタートラブル監視処理（Ｓ２６）では、入力編集処理（Ｓ６）の編集結果を参
照し、アクセプタートラブル信号の受信が認められた場合にアクセプタートラブルフラグ
をセットし、アクセプタートラブル状態を設定する。そして、このトラブル状態を設定し
たならば、ＥＥＰＲＯＭ異常監視処理（Ｓ２７）に移行する。また、アクセプタートラブ
ル信号を受信していない場合には、エラーフラグをセットせずにＥＥＰＲＯＭ異常監視処
理に移行する。
【００７４】
　ＥＥＰＲＯＭ異常監視処理（Ｓ２７）では、ＥＥＰＲＯＭ６８の動作チェックを行い、
この動作チェックで異常と判断した場合にＥＥＰＲＯＭエラーフラグをセットしてＥＥＰ
ＲＯＭエラーを設定する。そして、エラーを設定したならば、設置状態監視処理（Ｓ２８
）に移行する。また、動作チェックで正常と判断した場合には、エラーフラグをセットせ
ずに設置状態監視処理に移行する。
【００７５】
　設置状態監視処理（Ｓ２８）では、島設備２に対する筐体２１（即ち、球貸機３）の装
着状態を監視し、島設備２の取付空部から筐体２１が取り外されたと判断した場合に、設
置状態エラーフラグをセットして設置状態エラーを設定する。そして、設置状態エラーを
セットしたならば、トラブル制御処理（Ｓ２９）に移行する。また、一旦島設備２から取
り外された筐体２１が再度島設備２の取付空部に装着されたと判断した場合には、球止め
機構３２の球止めソレノイド５３に作動復帰させるための駆動信号を供給して流下許容状
態を形成させる。流下許容状態が形成されたならば、トラブル制御処理に移行する。なお
、この設置状態監視処理については、後で詳しく説明する。
【００７６】
　トラブル制御処理（Ｓ２９）では、上記の各エラーが設定されたか否かをエラーフラグ
に基づいて判断し、設定されたエラーに関する処理、例えば、報知処理や球止めソレノイ
ド５３の作動処理等を行う。そして、所定のエラー中にあっては、リセットスイッチ６９
の操作を監視し、リセットスイッチ６９が操作された場合には、エラーを解除する。なお
、このトラブル制御処理については、後で詳しく説明する。
【００７７】
　次に、排出不正監視処理に関し、図１０に基づいて説明する。この排出不正監視処理で
は、まず、エラー中であるか否かを判断する（Ｓ３１）。この判断は、エラーフラグに基
づいてなされ、何れかのエラーフラグがセットされていた場合にエラー中であると判断す
る。そして、エラー中であると判断した場合には、この排出不正監視処理を終了してトラ
ブル監視処理に復帰する。また、エラー中ではないと判断した場合には、貸し球排出期間
の判断処理（Ｓ３２）に移行する。
【００７８】
　貸し球排出期間の判断処理（Ｓ３２）では、球貸し処理（Ｓ４）に基づく貸し球の排出
処理が行われているか否かを判断する。この判断は、例えば、排出ソレノイド４９に対す
る励磁信号の状態に基づいて行われる。即ち、排出ソレノイド４９に対し、励磁信号が供
給されている場合に貸し球排出期間中であると判断する。なお、この処理では、貸し球の
排出処理期間であるかどうかが判断できれば良いので、他の信号によって判断させてもよ
い。
　そして、貸し球排出期間中であると判断した場合には、この判断処理を終了してトラブ
ル監視処理に復帰する。また、貸し球排出期間中ではないと判断した場合には、排出セン
サ出力の監視処理（Ｓ３３）に移行する。
【００７９】
　排出センサ出力の監視処理（Ｓ３３）は、貸し球の異常排出を監視する処理であり、貸
し球の排出に伴う排出センサ出力の変化を監視する。本実施形態では、排出センサ４７か
らの出力に基づく監視を行っており、「Ｈ」レベルから「Ｌ」レベルへの変化（或いは、
「Ｌ」レベルから「Ｈ」レベルへの変化）を認識した場合に、不正球カウンタ更新処理（
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Ｓ３４）に移行する。また、レベル変化が認められなかった場合には、不正球カウンタ更
新処理をスキップして異常排出判定処理（Ｓ３５）に移行する。
　なお、この監視は、貸し球が排出センサ４７を通過したことを判断できれば、他の方法
を用いても良い。例えば、排出センサ出力の立上りエッジ（或いは、立下りエッジ）の検
出を条件にして貸し球が通過したと判断させてもよい。
【００８０】
　不正球カウンタ更新処理（Ｓ３４）では、不正球カウンタを＋１更新する。この不正球
カウンタは、貸し球の排出期間ではないのに排出された貸し球の数、即ち、異常排出に係
る貸し球数を保持するものであり、例えば、制御部６７内のＲＡＭに設けられる。そして
、不正球カウンタを更新したならば、異常排出判定処理（Ｓ３５）に移行する。
【００８１】
　異常排出判定処理（Ｓ３５）は、異常排出された貸し球が所定数に達したかどうかを判
断する。この判断は、不正球カウンタのカウント値に基づいてなされ、このカウント値が
所定値（例えば「６」）に達したかどうかを判断する。そして、カウント値が未だ所定値
に達していなかった場合には、この異常排出判定処理を終了してトラブル監視処理に復帰
する。また、カウント値が所定値に達した場合には、排出不正エラー設定処理（Ｓ３６）
に移行する。
【００８２】
　排出不正エラー設定処理（Ｓ３６）では、貸し球の非排出期間中における異常排出、例
えば、排出ソレノイド４９の故障に起因する貸し球の排出や、不心得な遊技者による不正
行為に起因する貸し球の排出が生じたと判断し、排出不正エラーフラグをセットして排出
不正エラーを設定する。そして、排出不正エラーを設定したならば、一連の排出不正監視
処理を終了してトラブル監視処理に復帰する。
【００８３】
　次に、設置状態監視処理に関し、図１１に基づいて説明する。この設置状態監視処理で
は、まず、設置状態監視スイッチ情報取得処理（Ｓ４１）を行う。この設置状態監視スイ
ッチ情報取得処理では、入力編集処理（Ｓ６）の編集結果を参照することで設置状態監視
スイッチ６３のスイッチ情報を取得する。このスイッチ情報を取得したならば、筐体装着
確認処理（Ｓ４２）に移行する。
【００８４】
　この筐体装着確認処理（Ｓ４２）では、取り外された筐体２１が再度島設備２に装着さ
れたかどうかを判断する。この判断は、例えば、Ｓ４１のスイッチ情報取得処理で取得し
たスイッチ情報に基づいてなされ、このスイッチ情報がオフ状態からオン状態に切り替わ
った場合に、筐体２１が再度島設備２に装着されたと判断する。そして、筐体２１が装着
されたと判断した場合には、球排出規制解除処理（Ｓ４３）に移行する。また、これ以外
の場合には、この球排出規制解除処理をスキップして装着状態判定処理（Ｓ４４）に移行
する。
【００８５】
　球排出規制解除処理（Ｓ４３）では、球止めソレノイド５３を「開」状態、即ち、流下
許容状態に設定する。即ち、制御部６７は、球止めソレノイド５３の励磁コイル５３ｄに
対して復帰方向の電流を所定の短時間に亘って流すための制御情報を設定する。そして、
制御情報を設定したならば、装着状態判定処理（Ｓ４４）に移行する。
　なお、この制御情報は出力編集処理（Ｓ５）で参照され、この制御情報に基づくの復帰
方向の電流は、出力処理（Ｓ１３）で励磁コイル５３ｄに供給される。この電流の供給に
よって励磁コイル５３ｄからは反発方向の磁界が発生し、引込状態のプランジャー部５３
ａが突出状態に復帰する。この復帰により、球止め部材５２の先端部分が補給球供給路３
１から退避する。そして、この流下許容状態は、電流を流し終えた通電終了後も復帰バネ
の弾性力によって保持される。
【００８６】
　装着状態判定処理（Ｓ４４）では、筐体２１（球貸機３）の島設備２に対する装着状態
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について判断する。この判断は、例えば、Ｓ４１のスイッチ情報取得処理で取得したスイ
ッチ情報に基づいてなされ、このスイッチ情報がオン状態の場合には筐体２１が島設備２
に装着されていると判断し、オフ状態の場合には電源が投入されている状態で筐体２１が
島設備２から取り外されていると判断する。そして、筐体２１が取り外されたと判断した
場合には設置状態エラー設定処理（Ｓ４５）に移行し、また、筐体２１が装着されている
と判断した場合には設置状態エラー解除処理（Ｓ４６）に移行する。
【００８７】
　設置状態エラー設定処理（Ｓ４５）では、島設備２から筐体２１が取り外されているこ
とに基づいて、設置状態エラーフラグをセットして設置状態エラーを設定する。また、設
置状態エラー解除処理（Ｓ４６）では、島設備２に筐体２１が装着されていることに基づ
いて、設置状態エラーフラグをクリアして設置状態エラーを解除する。そして、設置状態
エラー設定処理或いは設置状態エラー解除処理を行ったならば、一連の設置状態監視処理
を終了してトラブル監視処理に復帰する。
【００８８】
　次に、トラブル制御処理に関し、図１２に基づいて説明する。このトラブル制御処理で
は、まず、エラー中であるか否かを判断する（Ｓ５１）。この判断は、エラーフラグに基
づいてなされ、何れかのエラーフラグがセットされていた場合にエラー中であると判断す
る。また、エラーフラグのセット直後（即ち、セットされたエラーフラグを最初に認識し
た場合）、及び、エラーフラグがセットされていない場合には、エラー中ではないと判断
する。
　そして、エラー中ではないと判断した場合にはエラー分岐処理（Ｓ５２）に移行する。
また、エラー中と判断した場合には、リセットスイッチ操作監視処理（Ｓ５９）に移行す
る。ここでは、先に、エラー分岐処理（Ｓ５２）に移行した場合について説明する。
【００８９】
　エラー分岐処理（Ｓ５２）では、エラーフラグのセット直後であるのか、エラーフラグ
はセットされていないのかを判断する。そして、エラーフラグがセットされていない場合
には、このトラブル制御処理を終了してトラブル監視処理に復帰する。
【００９０】
　一方、エラーフラグのセット直後であった場合には、発生したエラーの種類を取得し、
取得したエラーに応じて処理を分岐させる。即ち、発生したエラーが設置状態エラーの場
合には設置状態エラー処理（Ｓ５３）に処理を移行させ、排出不正エラーの場合には排出
不正エラー処理（Ｓ５４）に処理を移行させる。同様に、発生したエラーが球関連エラー
（補給球不足エラー，オーバーフローエラー，排出ユニット球無しエラー）であった場合
には球関連エラー処理（Ｓ５５）に処理を移行させ、排出エラーであった場合には排出エ
ラー処理（Ｓ５６）に処理を移行させ、アクセプタートラブルエラーであった場合にはア
クセプタートラブルエラー処理（Ｓ５７）に処理を移行させ、ＥＥＰＲＯＭエラーであっ
た場合にはＥＥＰＲＯＭエラー処理（Ｓ５８）に処理を移行させる。
【００９１】
　以下、各エラー処理について説明する。設置状態エラー処理（Ｓ５３）では、まず、設
置状態エラーが発生した旨を知らせるための報知情報を設定する。この報知情報は、出力
編集処理（Ｓ５）で参照され、出力処理（Ｓ１３）で、例えば球数表示部２５に表示され
る。
　報知情報を設定したならば、球排出規制状態を設定し、球止めソレノイド５３を「閉」
状態、即ち、球係止状態に設定する。ここでは、制御部６７は、球止めソレノイド５３の
励磁コイル５３ｄに対して作動方向の電流を所定の短時間に亘って流すための制御情報を
設定する。そして、制御情報を設定したならば、トラブル制御処理を終了してトラブル監
視処理に復帰する。
　なお、この制御情報は出力編集処理（Ｓ５）で参照され、この制御情報に基づく作動方
向の電流は出力処理（Ｓ１３）で励磁コイル５３ｄに供給される。この電流の供給によっ
て励磁コイル５３ｄからは吸引方向の磁界が発生し、突出状態のプランジャー部５３ａが
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引込状態に切り替わり、球止め部材５２の先端部分が補給球供給路３１内に突出する。そ
して、この球係止状態は、永久磁石５３ｃの磁力によって電流を流し終えた後も保持され
る。
【００９２】
　排出不正エラー処理（Ｓ５４）は、設置状態エラー処理（Ｓ５３）と同様な処理が行わ
れる。即ち、まず、設置状態エラーが発生した旨を知らせるための報知情報が設定され、
続いて、球排出規制状態が設定されて球止めソレノイド５３の「閉」状態が設定される。
　そして、出力処理（Ｓ１３）が行われることにより、球数表示部２５には設置状態エラ
ーが発生した旨を知らせるための報知情報が表示され、また、球止めソレノイド５３が球
係止状態に切り替わり、球止め部材５２の先端部分は補給球供給路３１内に突出する。
【００９３】
　また、球関連エラー処理（Ｓ５５），排出エラー処理（Ｓ５６），アクセプタートラブ
ルエラー処理（Ｓ５７），ＥＥＰＲＯＭエラー処理（Ｓ５８）の各エラー処理では、対応
するエラーが発生した旨を知らせるための報知情報が設定される。そして、報知情報が設
定されたならば、トラブル制御処理を終了してトラブル監視処理に復帰する。
【００９４】
　次に、エラー判定処理（Ｓ５１）でエラー中であると判断され、リセットスイッチ操作
監視処理（Ｓ５９）に移行した場合について説明する。
　このリセットスイッチ操作監視処理ではリセットスイッチ６９からのスイッチ信号の受
信を監視しており、スイッチ信号を受信した場合にリセットスイッチ６９に対する操作有
りと認識する。そして、操作有りと認識した場合には、エラーフラグを解除し（Ｓ６０）
、エラー情報を解除する（Ｓ６１）。
【００９５】
　エラー情報を解除したならば、球排出規制解除処理（Ｓ６２）を行う。この球排出規制
解除処理では、球排出規制状態を解除して球止めソレノイド５３を「開」状態、即ち、流
下許容状態に設定する。そして、この処理でも、球止めソレノイド５３の励磁コイル５３
ｄに対して復帰方向の電流を所定の短時間に亘って流すための制御情報を設定する。
　このようにして、制御情報を設定したならば、トラブル制御処理を終了してトラブル監
視処理に復帰する。
　なお、球止めソレノイド５３の励磁コイル５３ｄには、出力処理（Ｓ１３）の実行に伴
って復帰方向の電流が供給される。この復帰方向の電流が供給されることにより、球止め
ソレノイド５３が流下許容状態に切り替わり、球止め部材５２の先端部分は補給球供給路
３１内から退避する。
【００９６】
　なお、上記の実施形態では、遊技球排出機構を備える球貸機３を例に挙げて説明したが
、本発明は、球貸機３に限定されるものではなく、パチンコ機１に代表される遊技機の球
排出機構にも適用することができる。
　また、上記の実施形態では、補給球供給路３１と球止め部材５２と球排出ユニット３０
とを別個にして接続したが、これらの１つのハウジング内に収めてユニット化してもよい
。要するに、補給球供給路と球止め機構と球排出装置として機能する構成を備えていれば
よい。
【００９７】
【発明の効果】
　以上説明したように本発明は以下の効果を奏する。
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すなわち、遊技機に並べた状態で島設備に設置され、前記島設備上部の球補給樋から分
岐した枝樋の球出口と連通する補給球供給路と、前記補給球供給路の球出口と連通する球
流下路と、該球流下路内に出没可能な球係止部材と、を備えて着脱可能に取り付けられた
球排出装置と、前記球流下路の球出口と連通し、前記球排出装置が排出した所要数の遊技
球を遊技者側に払い出すための排出球流下路とを筐体に収納し、該筐体を前記島設備に着
脱可能に構成した球貸機において、前記補給球供給路内の球出口近傍に配置され、補給球



ので、故障が発生したり不正行為
がなされたりして遊技球の異常排出が生じた場合には直ちに球排出規制状態が設定され、
補給球供給路の遊技球の流下を停止させることができる。
　このため、補給球供給路内で球止め部材の突出位置よりも上流側に位置する遊技球に関
し、これらの遊技球が球排出装置及び排出球流下路を通じて遊技者側に払い出されてしま
うことを防止でき、遊技店が被る損害を最小限に抑えることができる。
　従って、本来排出されるべき量よりも多量の遊技球が排出されることに起因する不利益
を防止することができる。

【００９８】
　また、

【００９９】
球止め部材を、下向きに屈曲させた補給球供給路の屈曲コーナー部分で出没可能に配設

し、この屈曲コーナー部分の外側から球止め部材を出没させるように構成した
球止め部材の先端部分を球間内に確実に挿入させることができる
【図面の簡単な説明】
【図１】　パチンコ機の隣りに並べられた状態で、島設備に設置された球貸機の正面図で
ある。
【図２】　球貸機の内部構造を説明する側面図である。
【図３】　（ａ）は球貸機内の要部構造を説明する図、（ｂ）は補給球供給路における球
止め部材の出没部分を拡大して示した図である。
【図４】　（ａ）はラッチング型のソレノイドの構造を説明する図、（ｂ）はラッチング
型のソレノイドの動作を説明するための駆動回路を説明する図である。
【図５】　球止め機構の他の構成を説明する図である。
【図６】　球貸機の電気的構成を説明する図である。
【図７】　球貸制御装置のメイン処理を説明するフローチャートである。
【図８】　メイン処理に並行して行われるタイマ割込処理を説明するフローチャートであ
る。
【図９】　トラブル監視処理を説明するフローチャートである。
【図１０】　トラブル監視処理の排出不正監視処理を説明するフローチャートである。
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供給路内に突出する球係止状態と補給球供給路から退避する流下許容状態とに状態変換す
る球止め部材と、該球止め部材を球係止状態と流下許容状態とに状態変換させるとともに
、球止め部材の変換後の状態を電力を必要とせずに保持可能なラッチング型ソレノイドに
よって構成される駆動源とを備える球止め手段を設けた

　また、変換後の状態を保持するための電力を必要とせず、長時間の通電に伴うソレノイ
ドの異常加熱や故障を防止することができる。これにより、ソレノイド周辺に配設された
樹脂部材を破損してしまったり、ソレノイド自体を壊してしまう不具合を防止することが
できる。
　さらに、電源を切断してもソレノイドの状態は変化しないので、メンテナンス作業時等
に電源を切断した場合において、それまで係止されていた遊技球がいきなり流れ出してし
まうという不具合を防止することができる。

島設備に対する前記筐体の装着状態を検出する装着状態検出手段からの検出情報
に基づいて、前記筐体が取り外された場合に前記駆動源を作動させて前記球止め部材を補
給球供給路内に突出させ、筐体が島設備に装着されたことを条件に球止め部材を補給球供
給路から退避させるように駆動源を作動復帰させる球止め制御手段を設けたので、球貸機
に対するメンテナンスや故障の修理を行う際に、島設備から筐体（即ち、球貸機）を取り
外すだけで、自動的に球止め部材が補給球供給路内に突出して、遊技球の流下を停止させ
る。即ち、作業者に意識させることなく、遊技球の流下停止状態が形成される。
　これにより、作業時には遊技球の流下停止状態が確実に形成され、大量の遊技球が外部
に流れ出してしまう不具合を確実に防止することができる。また、作業者は、遊技球の流
下を停止させる作業を意識しなくて済むので、作業者の負担も軽減される。そして、作業
中に球係止状態に切り換えた球止めソレノイドを流下許容状態に復帰させる復帰作業を行
わなくて済み、球止めソレノイドを戻し忘れるというトラブルも確実に防止できる。

　
場合には、

。



【図１１】　トラブル監視処理の設置状態監視処理を説明するフローチャートである。
【図１２】　トラブル監視処理のトラブル制御処理を説明するフローチャートである。
【符号の説明】
　１　パチンコ機
　２　島設備
　３　球貸機
　４　機枠
　５　前面枠
　６　遊技領域
　７　遊技盤
　８　前面ガラス
　９　ガラス枠
１０　上皿
１１　開閉パネル
１２　灰皿
１３　下皿
１４　発射操作ハンドル
２１　球貸機の筐体
２２　状態報知部
２３　硬貨投入口
２４　返却ボタン
２５　球数表示器
２６　ノズル部材
２７　返却口
３０　球排出ユニット
３１　補給球供給路
３２　球止め機構
３３　排出球流下路
３４　球貸制御装置
３５　設置状態監視ユニット
３６　コイン識別機
４０　枝樋
４１　球補給樋
４２　可動シャッター
４３　補給球検出機構
４６　球排出ユニットの球流下路
４７　排出センサ
４８　球係止部材
４９　排出ソレノイド
５０　装着空部
５２　球止め部材
５３　球止めソレノイド
５４　切換スイッチ
５５　手動操作部
５９　軸受け
６０　可動ピン
６１　スプリング
６２　遮光板
６３　設置状態監視スイッチ
６４　ロック機構

10

20

30

40

50

(19) JP 3969890 B2 2007.9.5



６７　制御部
６８　ＥＥＰＲＯＭ
６９　リセットスイッチ
７０　第１設定スイッチ
７１　第２設定スイッチ
７２　売上接点出力
７３　オーバーフロースイッチ
７４　７セグ基板
７５　中継基板

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】
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